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       「指定訪問看護」重要事項説明書 
                                     ２０２４年６月１日現在 

                              

 

様 に対する訪問看護サービスの提供にあたり、当事業所が説明すべき重要事項は 

次のとおりです。 

 

１． 訪問看護を提供する事業所について 

   業者名称   （法人名）株式会社 ＡＳＨＣＡＲＥ 

               代表取締役 片山 麻子 

          （事業所名）ＡＳＨＣＡＲＥ訪問看護ステーション 

                管理者 片山 麻子 

   事業所の所在地  東京都品川区西五反田５－１１－８ 不動前マンション４０５ 

   電話番号     ０３－６４１７－９２６２ 

 

２． ご契約者へ訪問看護サービス提供を担当する事業所について 

（１） 事業所の所在地など 

                事業所の名称   ＡＳＨＣＡＲＥ訪問看護ステーション  

       事業所の所在地  東京都品川区西五反田５－１１－８ 不動前マンション４０５ 

        開設年月日    ２０２１年 ６月 １日 

      介護保険事業者番号   １３６０９９０４６７ 

      管理者の氏名      片山 麻子 

      サービス提供実施地域  港区・品川区・目黒区・大田区・渋谷区・新宿区 

      電話番号     ０３－６４１７－９２６２ 

      ＦＡＸ番号    ０３－６４１７－９２６３ 

 

（２） 事業の目的、運営方針 

   ・事業の目的 

        主治医が訪問看護の必要を認めた方に対し、適切な訪問看護サービスを提供する。 

       

       ・運営の方針 

        必要な医療サービスを提供、相談に応じ、利用者の望む生活が継続できるよう支援する。 

        また、関係市町村や、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの

提供に努める。 

 

 

（３） 事業所の職員体制（２０２４年 １０月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 従事する業務内容 
人員 

常勤 非常勤 計 

管理者 職員管理業務等 １  １ 

看護師 サービス利用の受付 

訪問看護計画の作成 

訪問看護サービスの提供 

３ 1 4 

作業療法士 

理学療法士 
１ 1 2 
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（４） サービス提供日時 

   サービス提供日時：月曜日～金曜日 ９時００分～１８時００分 

   休業日：土・日・祝祭日 １２/２９～１/３  ※緊急時対応を除く 

 

３． サービスの概要 

（１） 健康状態の観察 

（２） 日常生活の支援 

（３） 医療的処置の実施、薬剤管理 

（４） 認知症の看護・精神心理的看護 

（５） ご家族・介護者の支援、相談 

（６） リハビリテーションの実施、住宅改修や福祉用具に関する相談 

（７） 主治医、関係機関との連携 

 

４． 利用料金 

（１） 基本的な利用料 

   介護保険対象の方 

    ・介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、自己負担額は所得に応じて１割～3割 

     となります。介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担となります。 

  ・料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者のケアプランに定め 

   られた時間を基準とします。 

・ご利用開始時のみ、初回加算が適用されます。その他の加算については別途説明します。 

 

 

看護師による訪問 

                 

所要時間 
３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 

１時間以上 

１時間３０分未満 

１割負担 
５３７円（要介護） 

５１４円（要支援） 

９３８円（要介護） 

９０５円（要支援） 

１２８６円（要介護） 

１２４３円（要支援） 

２割負担 
１０７４円（要介護） 

１０２８円（要支援） 

１８７６円（要介護） 

１８１０円（要支援） 

２５７２円（要介護） 

２４８６円（要支援） 

３割負担 
１６１１円（要介護） 

１５４２円（要支援） 

２８１４円（要介護） 

２７１５円（要支援） 

３８５８円（要介護） 

３７２９円（要支援） 

 

作業療法士等による訪問 ※４０分を超える訪問は単位数の１００分の５０ 

                 

所要時間 
２０分 ４０分 

１割負担 
３３５円（要介護） 

３２４円（要支援） 

６７０円（要介護） 

６４８円（要支援） 

２割負担 
６７０円（要介護） 

６４８円（要支援） 

１３４０円（要介護） 

１２９６円（要支援） 

３割負担 
１００５円（要介護） 

９７２円（要支援） 

２０１０円（要介護） 

１９４４円（要支援） 
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医療保険対象の方 

・ 各種医療費公費負担の医療証をお持ちの方は、基本利用料金が減額または免除されます。 

・医療保険証による訪問看護の場合は、一部負担割合により１割・２割・３割と異なります。 

・2024年6月よりベースアップ評価料がスタートし、その一部をご負担頂く場合があります。 

・その他の加算については、別途説明します。 

基本利用料金 週３日まで（１０割） 週４日以降（１０割） 

   基本療養費Ⅰ ５，５５０円 ６，５５０円 

基本療養費Ⅱ 

（同一建物居住者への訪問） 
５，５５０円 ６，５５０円 

                       

基本療養費Ⅲ(入院中で外泊した場合) ８，５００円 

＋ 

訪問看護療養管理費 ７，６７０円（月の初日） ３，０００円（月の２日目以降） 

 

 

保険適用外料金表 

            保  険  適  用  外  （３０分毎） 

    
時間内 

（8：00～18：00） 

    時間外 

 （18：00～22：00） 

深夜 

（22：00～翌6：00） 

平日（月～金） ４，６００円 ６，２００円 ７，５００円 

休日（土・日・祝日） ６，２００円 ７，８００円 ９，４００円 

死後の処置代（指定訪問看護に連続） １５，０００円 

実施地域を超えるご家庭への交通費（公共交通機関利用） 実費自己負担 

実施地域を超えるご家庭への交通費（自動車利用） １Ｋｍあたり５０円 

        

（２）キャンセル料金 

  ご利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、下記のキャンセル料をいただきます。 

  ただし、ご利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 

 

利用日の前日17：00までに連絡があった場合 無   料 

利用日の前日17：00までに連絡がなかった場合 2，000円 

 

（３）交通費 

   ・２の（1）のサービス提供実施地域にお住まいの方は無料です。 

    それ以外の地域にお住まいの方は別途交通費を頂きます。 

 

 

 



5 
 

 

（４）料金の請求及びお支払方法 

・ 利用料金は１ケ月ごとに計算し、毎月１５日までに前月分の請求を致します。 

     ・口座引き落としの場合は、毎月２７日(再振替翌月５日)に引き落としさせていただきます。 

・現金でお支払される場合は、翌月１５日以降に集金させていただきます。 

 

 

５． サービスに関する相談・要望・苦情申立 

当事業所が提供した訪問看護サービスに関する相談・苦情は、事業所のご契約者相談窓口までご連絡 

ください。速やかに対応いたします。又、市区町村や国民健康保険団体連合会等にも相談窓口が 

あります。 

 

（１） 苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

ＡＳＨＣＡＲＥ 訪問看護ステーション  管理者：片山 麻子 

      （月～金曜日）９：００～１８：００ 

  ＴＥＬ ０３－６４１７－９２６２  ＦＡＸ ０３－６４１７－９２６３ 

 

（２） 行政機関その他苦情受付機関 (各区役所介護保険課) 

・東京都国民健康保険団体連合会   ０３－６２３８－０１７７    

・港区役所   ０３－３５７８－２１１１ 

・品川区役所  ０３－３７７７－１１１１ 

・目黒区役所  ０３－５７１５－１１１１ 

・渋谷区役所  ０３－３４６３－１２１１ 

・大田区役所  ０３－５７４４－１１１１ 

・新宿区役所  ０３－３２０９－１１１１ 

 

 

６． 緊急時の対応 

看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じた際は、必要に応じて臨

機応変に手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。 

 

 

７． その他 

（１） サービスを担当する職員は、事業所の都合により変更する場合があります。 

（２） 原則として担当者の選定はできません。 

（３） あらかじめ計画されたサービス曜日・時間は利用者または事業所の都合により変更または中止する

場合があります。 

（４） あらかじめ計画されたサービス時間は、交通事情により遅れる場合があります。 

（５） 感染予防のため、手洗い等を実施しています。訪問看護前後の手洗い場の提供にご協力お願い 

      します。 

（６） 利用者及びご家族からの心遣い・訪問時の飲食などのもてなしはご遠慮します。 
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   「指定訪問看護」重要事項説明書に関する同意書 

 
         年   月   日 
 
ＡＳＨＣＡＲＥ訪問看護ステーションは利用者に対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、重要事

項説明書に基づいて説明しました。 
 
【事業者】 
 事業者名   ＡＳＨＣＡＲＥ訪問看護ステーション 
管理者氏名  片山 麻子     印 

 住所     東京都品川区西五反田５－１１－８ 不動前マンション４０５ 
 電話番号   ０３－６４１７－９２６２  
 
ＡＳＨＣＡＲＥ訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受けるにあたり、以上の重要事項説明書に

ついて説明を受け同意します。 
 
【利用者】 
利用者氏名                                 印   
 

 住所  〒 
 
電話番号  
 

【利用者家族】 
 家族氏名                         印    続柄（    ） 
 
住所  〒 
 
電話番号 
 

【利用者代理人】 
 代理人氏名                        印    続柄（    ） 
 
住所  〒 
 
電話番号 

 


